
平成３０年４月２０日 

チーム代表者様 

                                             石川県ミニバスケットボール連盟事務局 

 

追加登録手続きについて 

 
 

追加登録について、下記のようにご案内いたします。各チームにおかれましては、遺漏のないよう手続き 

     をお願いします。 

 

記 
 

 

☆ 競技者について 
追加・訂正事項を記載した石川県ミニバス連盟登録用紙（Ａ４）の提出（メール送信）と、Ｔｅａｍ ＪＢＡシ 

ステムの電子登録を行ってくだい。Ｔｅａｍ ＪＢＡシステムの電子登録は、各チーム責任者が新規登録と 

同じ要領でパソコンからアクセスして行ってください。 

追加登録はその都度、速やかに行ってください。 

追加登録が完了していない選手は、公式試合には出場できませんので、ご注意ください。 

競技者の追加登録は、平成３０年１２月３１日までとします。 

 

石川県ミニバス連盟登録用紙（Ａ４判の書類） 

          
（追加登録・抹消） 

年度当初の登録作業時に『チームにおいてデータのバックアップ』となっています。追加登録はその 

デ―タに競技者の氏名を赤字で入力し、登録事務局までメール送信してください。 

また今年度、他チームで登録済み選手の転校による追加登録の場合は、生年月日の右横欄外に 

（登録済み転校生） と赤字で入力してください。 

年度途中での抹消・移籍（転出） は、年度当初の提出済みのデータの氏名に赤の網掛けをし、欄外に 

（退部、転校） のコメントを入力してください。 



 

 

☆ 指導者について 
追加・訂正事項を記載した石川県ミニバス連盟登録用紙（Ａ４）のみ提出（メール送信）してください。 

指導者のＴｅａｍ ＪＢＡシステムの電子登録は必要ありません。 

コーチライセンスの有無を記載してください。 

 
（追加・抹消） 

チーム保管の写しに追加の場合は指導者の氏名を赤字で入力し、抹消の場合は氏名に赤の網掛けを 

し、登録事務局まで、提出（メール送信）してください。そのデータもチームでバックアップしておいてくだ 

さい。ベンチ入りする場合は、事前の指導者登録が必要です。 

 

 

加盟登録用紙（石川県ミニ連専用、Ａ４用紙）提出先（メール送信先） 
【提出先が地区により異なりますので、ご注意ください。】 

○ 提出先 

【能登地区】 

石川県ミニバスケットボール連盟登録事務局 能登地区 

e-mail : entry-noto@ishikawaminiren.jp 

 

【金沢市】 

石川県ミニバスケットボール連盟登録事務局 金沢地区 

e-mail : entry-kanazawa@ishikawaminiren.jp 

  

【上記以外】 

石川県ミニバスケットボール連盟登録事務局  加賀地区 

e-mail : entry@ishikawaminiren.jp 

 

 

☆ 登録料について（競技者のみ） 
石川県ミニバス連盟登録用紙の送付とＴｅａｍ ＪＢＡシステムの電子登録後、個人登録料の支払いを 

お願いします。 

・１，２００円×４年生以上の人数 

１，２００円＝日本協会：８００円＋県協会：４００円) 

・４００円×３年生以下の人数 

(４００円＝県協会：４００円) 

＊１～３年生の児童も、個人登録料は掛かります。 

 

※ チーム移籍の場合は、登録料振込の必要はありません。 

 

個人登録料の支払いが済んで、追加登録完了となりますので、速やかに処理してください。 

公式試合に出場できなくことがあります。 

競技者の追加登録は、平成３０年１２月３１日までとします。 

 


